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広告

広告

下
水
道
の
供
用
開
始

区
域
が
拡
大
し
ま
し
た

　

４
月
よ
り
、
左
記
の
地
区
で
下

水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

対
象
地
区

　

柳
原
、
中
野
島
、
二
ツ
破
、
追

分
、
四
ツ
屋
、
上
小
泉
、
菰
原
、

下
梅
沢
、
江
尻
、
下
梅
沢
新
町
、

横
道
、
大
榎
地
内
の
一
部
で
す
。

　

対
象
地
区
内
と
な
る
皆
さ
ん

は
、
速
や
か
に
宅
内
排
水
設
備
工

事
を
実
施
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先　

上
下
水
道
課

危
険
物
取
扱
者
試
験

の
ご
案
内

種
類　

甲
種
・
乙
種
全
類
・
丙
種

と
き
・
と
こ
ろ

◇
富
山
会
場

　

６
月
15
日
㈰　

富
山
工
業
高
校

◇
魚
津
会
場

　

６
月
29
日
㈰　

あ
り
そ
ド
ー
ム

　
（
高
岡
で
も
行
わ
れ
ま
す
）

願
書
受
付
期
間

　

４
月
21
日
㈪
～
５
月
２
日
㈮

願
書
申
請
先　

㈶
消
防
試
験
研
究

　

セ
ン
タ
ー
富
山
県
支
部

▼
問
合
せ
先　

市
消
防
本
部
危
険

　

物
担
当

　
　
　
（
☎
４
７
５
‐
０
１
８
０
）

消
防
本
部
よ
り

～身分証明書等の提示のお願い～

　本人になりすまして、住民票の写しや戸籍謄抄本
を請求し悪用するなどのトラブルが全国的に発生し
ています。
　市では、住民票・戸籍の請求や各種の届出をされ
る際には、来庁された方に、印鑑の捺印と運転免許
証やパスポート、顔写真付き住基カードなどの提示
をお願いして本人の確認を行っています。
　また、代理の方に交付請求や届出を依頼される場
合には、委任状が必要となります。
　皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
問合せ先　市民課（内線３１２）

図書館・市民交流プラザでも
　「住民票の写し」「印鑑登録証明書」

が受け取れます　「土曜、日曜など市役所が閉庁している時でも住民
票の写しや印鑑登録証明書がほしい」とのご要望に
お応えし、図書館の窓口でも『住民票の写し』と『印
鑑登録証明書』を交付しています。
　また、市役所へ来庁できない方のために、市民交
流プラザ２階でも受け取ることができますので、ご
利用ください。
　受付できる曜日・時間などをご確認ください
●図書館　（☎４７５－８００１）
　　火曜日～日曜日（ただし休館日の詳細について
　は、図書館にお問合せください）
　◇受付業務時間　10:00 ～ 18:00
●市民交流プラザ２階
　　福祉課・高齢介護課窓口
　　月曜日～金曜日（国民の祝日・年末年始を除く）
　◇受付業務時間　8:30 ～ 17:30

～ご存知ですか～

４月から市役所の組織機構が変わります
　市民交流プラザや駅南土地区画事業の完成に伴い、まちづくり部門の再編・充実を図るとともに、市民の皆
さんがわかりやすいように一部の業務担当課を見直しました。

現　　行
【
５
課
】

総
務
部

企画情報課
　→空き地・空き家情報バンク等はまちづくり課へ
総務課
財政課
税務課
市民課

【
５
課
１
室
】

産
業
民
生
部

生活環境課
福祉課
健康長寿課
　→国民健康保険・老人保健は市民課へ
商工水産課
農林課
　→農道・土地改良等は建設課へ
市街地活性化推進室
　→再編・廃止

【
３
課
１
室
】

建
設
部

検査室

土木課
　→建築・住宅業務はまちづくり課へ

都市開発課

下水道課

水道局

見直し後　　（　 ）は新たに行う業務

企画情報課
【
４
課
１
室
】

総
務
部

同　左
同　左
同　左
検査室

同　左 【
６
課
】

産
業
民
生
部

同　左

高齢介護課【名称変更】

同　左

農林課

市民課
　（国民健康保険・後期高齢者医療（老人保健））

建設課【名称変更】
　（農道・林道・土地改良）

【
３
課
】

建
設
部

まちづくり課【名称変更】
　（建築・住宅）（空き地･空き家情報バンク等）

上下水道課【統合】

速やかに取り組むべき課題への対応
◎まちづくりに関する施策を一括して効率的に行う
　ため、都市開発課と市街地活性化推進室、土木課
　で所管していた建築・住宅業務、企画情報課で実
　施していた空き地・空き家情報バンクなどの業務
　を再編して「まちづくり課」を設置しました。
◎入札担当関係を拡充するとともに、工事などの検
　査を行う「検査室」を建設部から入札担当部局で
　ある総務部に変更することにより、検査体制の一
　層の独立性を図りました。

わかりやすい組織体制への対応
◎�国民健康保険および後期高齢者医療（老人保健事
業）を市民課で実施することにより、窓口の統一
性を図りました。それに伴い、市民課を産業民生
部に移管するとともに、健康長寿課を「高齢介護課」
に名称変更しました。
◎道路の管理を統一するため、農道・林道・土地改
　良の業務を農林課から「建設課」（土木課を名称変
　更）に移管しました。
◎上下水道の窓口や管理部門の一体化を図るため、　
　水道局と下水道課を統合して「上下水道課」を設
　置しました。

部課の配置一覧


